
書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

特定非営利活動法人 アジア人文文化交流促進協会 

 

１ 事業の成果 

・外国人住民からの日常生活、医療、子育てに関する疑問、質問に答える相談事業を継続的に実施。 

・外国人住民と日本人住民との交流を深め、日常の課題解決を図る「おとなりさん・ファミリーフレン

ド・プログラム」を一般向けに運営、年度内にボランティア 90 名、外国人参加者 50 名が参加。プログ

ラムの運営ノウハウを蓄積し、ボランティア向けの研修コンテンツを開発 

・留学生の就職支援と企業の採用支援を兼ねる「MIKATA」を推進 

・ホームページを全面的にリニューアル 

・外国人住民向けに情報発信動画コンテンツを公開 

【弁護士解説】外国人が日本で離婚するにはどうすればいいのか？ 

https://youtu.be/uisWdvd1V90 

【外国人住民必見】知らなければならない日本で働くワークルール 

https://youtu.be/vP94Ni0U8n8 

・外国人住民向け交流イベントを複数開催（お弁当づくり、絵本紹介など） 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 3688 】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

１．情報提供・
相談窓口事業
（外国にルー
ツを持つ人々
やそれに関わ
る人々に対し
て、幅広く情
報提供、また
は相談窓口、
交流体験、教
育的サービス
を行う） 

① 外国人住民相談窓口 
 

② 生活情報の発信（英
語、日本語で発信） 

 

 
③ 留学生向けに就職相

談、就職カウンセリン
グ 

随時 東京 ４ 

日本に暮

らす外国

人住民、 

留学生 

①②200
人 
 
③30人 

1475 

２．人文文化
体験支援事業
（多文化間の
相互理解を促
進するための
人 文 文 化 体
験、交流プロ
グラムを提供
する） 

① 「おとなりさん・ファ
ミリーフレンド・プロ
グラム」の運営 

随時 東京 ４ 

日本に暮

らす外国

人住民、

日本人住

民 

100人 2213 
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https://youtu.be/uisWdvd1V90
https://youtu.be/vP94Ni0U8n8


３．出版物の
刊行、頒布事
業（法人の事
業目的に合わ
せ、関連書籍、
情報の翻訳、
出版などを行
う） 

なし 

      

 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 

なし 

 


